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共同新設分割に係る事前開示書面 

（会社法 第 803 条第１項及び会社法施行規則 第 205 条に基づく開示事項） 

 

当社及び岩通マニュファクチャリング株式会社（以下「岩通ＭＦＧ」といいます。）は、2022 年 8 月 19

日付で作成した共同新設分割計画書に基づき、当社の印刷システム事業（名刺カッター及びラベル

印刷機に関する事業を除く。）及び岩通ＭＦＧの栃木事業所における事業に関する権利義務を新た

に設立する岩通ケミカルクロス株式会社（以下「新設会社」といいます。）に継承させる共同新設分割

（以下「本会社分割」といいます。）を行うこととします。 

なお、本会社分割の効力発生日は 2022 年 10 月 3 日を予定しています。 

会社法第 803 条第１項及び会社法施行規則 第 205 条の定めるところにより、以下の事項を記載し

た書面を当社本店に備置きます。 

 

 

記 

 

 

1. 共同新設分割計画の内容（会社法第 803 条第 1 項第 2 号） 

別紙１「共同新設分割計画書」のとおりです。 

 

2. 本会社分割の対価に関する定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第２０５条第１号） 

(1) 交付する株式数及び割当ての相当性に関する事項 

新設会社は、本会社分割に際して普通株式 10,000 株を発行し、4,600 株を当社に、5,400 株を

岩通ＭＦＧに割当て交付することとします。 

株式割当比率については、当社及び岩通ＭＦＧがそれぞれ新設会社に承継する事業に係る株

主資本相当額（承継する資産及び負債の差額）を考慮して決定しており、上記の株式数が相当で

あると判断しています。 

 

(2) 新設会社の資本金及び準備金等の額の相当性に関する事項 

新設会社の資本金及び準備金等の額を、会社計算規則に従い、共同新設分割計画書第４条記



載のとおりとすることにしました。 

新設会社が承継する資産等及び今後の事業活動等の諸般の事情を考慮した結果、当該資本金

及び準備金等の額は相当であると判断しています。 

3.剰余金の配当に関する内容（会社法施行規則第 205 条第 2 号）

岩通ＭＦＧは、本会社分割の効力発生日をもって岩通ＭＦＧ株主に対して剰余金の配当を行うこと

とし、本会社分割によって割当てを受ける新設会社の株式の全てを交付します。 

(1) 配当財産の種類

本会社分割により岩通ＭＦＧが割当てを受ける新設会社の株式

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

岩通ＭＦＧ普通株式 1 株につき新設会社株式 0.0017363 株

配当総額 岩通ＭＦＧが新設会社株式を受け入れた時の帳簿価額の総額

4.会社法第 763 条第 1 項第 10 号及び第 11 号に掲げる事項（会社法施行規則第 205 条第 3 号）

該当事項はありません。

5.他の新設分割会社（岩通ＭＦＧ）についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 205 条第 4 号）

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容

別紙２をご参照ください。

(2) 臨時計算書類等があるときは当該臨時計算書類等の内容

該当事項はありません。

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重

要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

該当事項はありません。 

6.当社の最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状

況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法施行規則第 205 条第 6 号） 

該当事項はありません。 

7.債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 205 条第 7 号）

本会社分割については、下記の理由により、本会社分割の効力発生日以後に当社が負担すべき

債務及び新設会社が負担すべき債務につき履行の見込みがあると判断しています。 



(1) 当社の債務の履行の見込みについて

当社の 2022 年 3 月末日現在の貸借対照表における資産の額は、34,068 百万円、負債の額は

11,798百万円、純資産の額は 22,269百万円であり、その後、これらの額に重大な変動は生じておりま

せん。また、本会社分割により、当社が新設会社に承継させる資産の額は 631 百万円、負債の額は

249 百万円となる見込みであり、本会社分割が当社に与える影響は軽微です。 

(2) 新設会社の債務の履行の見込みについて

当社及び岩通ＭＦＧが新設会社に承継させる資産の額は 1,29７百万円、負債の額は 512百万円の

見込みであり、本会社分割後の新設会社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、新設会

社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていません。以上より、本会社分

割後における新設会社の資産の額は、負債の額を十分に上回る見込みです 

なお、本会社分割が効力を生ずる日までの間に、上記事項に変動が生じるときは、変更後の当該

事項を記載して書面を備置きします。 

以上 



別紙１ 共同新設分割計画 
次頁以降をご覧ください。 



 

 

 

 

  

 



 



 

  

 

 

  

 



 

 

 



 

 





 

 

 

 







別紙２ 岩通マニュファクチャリング株式会社の最終事業年度に係る計算書類等 
次頁以降をご覧ください。 
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